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議長定例記者会見 会見録 

 

日時：令和２年６月２日 １０時３０分～ 

場所：全員協議会室 

 

１ 冒頭の挨拶 

 

２ 発表事項 

○令和２年三重県議会定例会 ６月定例月会議の一般質問の実施方法について 

 

３ 質疑項目 

○令和２年三重県議会定例会 ６月定例月会議の一般質問の実施方法について 

○選挙区及び定数に関する在り方調査会について 

○差別解消を目指す条例検討調査特別委員会について 

○みえ県議会出前講座等について 

○安倍政権への感想について 

 

１ 冒頭の挨拶 

（議長）おはようございます。初めに、議長に就任させていただきまして初め

ての定例記者会見でございますので、まず一言、ご挨拶を申し上げます。この

議長定例記者会見は、県民の皆さまに議会活動について理解を深めていただく

ため、県政記者クラブおよび第二県政記者クラブの皆さまの御協力のもとに、

議会におけるさまざまな取組や、県政における課題などについて広く発信する

大変重要な機会であると考えております。私としましては、今日までの議会改

革の積み重ねというものをしっかりと尊重させていただきながら、三重県議会

基本条例を常に基礎といたしまして、三重県議会のたゆみない前進、改革に心

掛けて取り組んでまいりたいと考えております。これからも引き続き、議長定

例記者会見を開催してまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願

いいたします。ここで、副議長からも一言、ご挨拶を申し上げます。 

 

（副議長）あらためて、おはようございます。私にとりましても、副議長に就

任をして初めての定例記者会見となりますので、何卒よろしくお願い申し上げ

ます。広聴広報会議の座長を務めさせていただく立場として、県民の皆さまの

目線に立って、分かりやすく、参加しやすい「開かれた議会」運営の推進のた

め、県政記者クラブおよび第二県政記者クラブの皆さまのご協力のもと、新型

コロナウイルス感染拡大防止のため開催を見合わせた行事等もありますが、状

況を見極めながら、さまざまな方法で取り組んでいきたいと考えておりますの
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で、ご支援、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 

 

２ 発表事項 

○令和２年三重県議会定例会 ６月定例月会議の一般質問の実施方法について 

（議長）それでは、本日は、６月定例月会議の一般質問の実施方法について発表さ

せていただきます。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本会議の一般質問

を実施する際に、１時間ごとに１０分間の換気のための休憩をとることといたしま

す。一般質問は６月１０日、１２日、１６日の３日間にわたって行われますが、い

ずれも、１枠目は１０時から１１時まで、２枠目は１１時１０分から１２時１０分

まで、昼の休憩を挟みまして、３枠目は１３時１０分から１４時１０分まで、４枠

目は１４時２０分から１５時２０分までとなります。なお、６月１０日水曜日の１

枠目は、３０分に分割して実施するため、議員２名が続けて質問をした後に休憩と

なりますので、よろしくお願いいたします。 

また、この発表に併せて、明日から始まる６月定例月会議について、少しお

話させていただきます。明日、６月３日から６月３０日まで、６月定例月会議を

行い、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた６月補正予算をはじめとする１８

件の議案等の審議・調査を行ってまいります。その中の補正予算第４号は、当局

が取りまとめた新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた「三重県指針」に基

づき、感染拡大を防止する抵抗力を身に付けながら、社会経済活動の維持・発

展に対応していくための予算となりますので、三重県内で速やかな取組が進み

ますよう、議会としても迅速に審議を行ってまいりたいと考えております。 

また、議会におきましても、現在、政務活動費を３０パーセント減額してい

るところですけれども、７月からさらに１５パーセント、年間約３千万円を削

減するための条例改正案を議員提出議案として上程し、新型コロナウイルス感

染症対策の推進に充てていただければと考えております。 

こうした新型コロナウイルス感染症への対策や、主要農作物種子条例案など

の議案審議を行うとともに、執行部から提出される令和２年版成果レポート案

に基づき、昨年度に取り組んだ施策等の成果や課題、来年度の取組方向につい

て調査を行い、令和３年度の予算編成へと反映できるよう議論を行ってまいり

ます。 

全国に発出された緊急事態宣言が解除されましたけれども、今後も気を緩め

ることなく、万全の感染防止対策を講じまして、県民の安全・安心の確保を行

うことと、経済活動の維持を行うことが最大の課題であると考えております。 

国の２次補正予算案が閣議決定されたとのことでありますけれども、通年議

会による機動的な議事運営により、この緊急時への対応を全力で行ってまいり

たいと考えております。私からは、以上でございます。 
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３ 質疑応答 

○令和２年三重県議会定例会 ６月定例月会議の一般質問の実施方法について 

（質問）幹事社から質問させていただきます。よろしくお願いします。６月か

ら幹事社を務めます毎日新聞です。発表項目で、あらためて議長のほうから、

今回、換気をすることによって感染予防を徹底したいというコメントをいただ

けますでしょうか。 

 

（議長）議会も、しっかりとこれから補正予算などのですね、６月補正も出て

まいりますし、その中にさまざまな施策、事業などが、盛り込まれていると思

います。しっかりと議会のほうも、調査、審議を行いまして、感染予防につい

ては、特に意識をしながら、議会としても取り組んでまいりたいと思っており

ます。 

 

（質問）他の自治体では、一般質問の時間を短縮したりだとか、中止というこ

とも聞いたり、延期も聞いたりするんですけれど、三重県議会としては、一般

質問の時間は変えないということでよろしいですか。 

 

（議長）実はですね、私が就任させていただく以前になりますけれども、災害

対策会議で、一般質問等のこういう状況でございましたから、話に出ていたわ

けでございますけれども、自治体ごとにいろいろ対応をされておられるという

ことは、我々もお聞かせいただいてますけれども、三重県議会としては、やは

り大切な県民の皆さまの声を届ける一般質問でございますので、今までどおり、

説明させていただきましたように間隔は取りながらですね、今までどおりの時

間をあてるということで進めます。 

 

（質問）それは、かねてからの議論ということに加えて議長ご自身もそのよう

に思われている。 

 

（議長）そう思わせていただいております。 

 

（質問）その換気のための１０分間というのは、これはなぜ１０分なのかとか、

例えば、一般質問を進行する、しながら換気をすることが、例えば難しいのか。

その辺り、いかがでしょうか。 

 

（議長）議場、本会議場は、空間が広いので、とにかくその途中での換気とい

うことについてはですね、気を配りながら進めていくわけでございますけれど

も、１０分間というのは、災害対策会議でもしっかりと議論した中でですね、
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新型コロナウイルス感染症対策についていろいろ情報を取らせていただきなが

ら、１時間ごとに１０分間、間隔を置くということが適しているだろうという

ことで判断をしておるところでございます。根拠と言われますと難しいところ

ありますけれども、いろんな世の中の情勢を鑑みて、そういう形にさせていた

だいておるところでございます。 

 

○選挙区及び定数に関する在り方調査会について 

（質問）定数問題に関することなんですけど、５月２９日に会議があったかと

思いますが、次回６月２２日に大体、方向性を決めたい、示したいということ

でいただいていましたが、この間の５月２９日には、さまざまな意見が出たか

と思いますが、どういった方向性になったかというのは、めどが付いているの

でしょうか。 

 

（議長）これから調査会のほうで、前半の論点整理をいただいたことをもとに、

選挙区、後半に入っていただきましたけれども、選挙区定数の在り方の方向性

をですね、考えるようにしていっていただくわけでございますけれども、どう

いった方向性っていうかですね、調査会のほうに、まずは委ねさせていただい

てるところでございますので、どういう方向性を出していただけるかというこ

とは、ぜひ、私たちがこれから議論をさせていただいていく中での基礎とさせ

ていただけるようなものを、最終的に導きだしていただきたいわけでございま

すけれども、その方向性については、まだこれからでございますので、それは

今後の調査会の議論に期待をさせていただきたいというところしか今のところ。 

 

（質問）７回目以降ですけれども、６月にもまた調査会があるということです

が、これについては６回目と同様にＷｅｂ会議は実施する予定ですか。 

 

（議長）今のところですね、東京で開催できるかどうかっていうことを、ちょっ

と様子を見ながらということでございますので、基本は東京で開催させいただ

くということでございますので、ちょっと様子を見ながらということでござい

ます。次の会はＷｅｂ会議でということも決まっておりません。 

 

（質問）その上でですが、今回６回目のＷｅｂ会議は議長としてやってみてです

ね、ご感想いかがでしたか。 

 

（議長）比較的ですね、うまくいったかなと。率直な感想を述べさせていただい

ておるんですけれども。大変困難な中をですね、いろいろ工夫をしていただい

てましたんで、なんとか、ちょっと遅れ気味、４月にはできませんでしたので
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遅れ気味だったところをＷｅｂ会議でお世話になったんですけれど、比較的う

まく開催いただけて、ちょっと安心をさせていただいたところでございます。 

 

（質問）工夫して、うまくいって、安心しておられるということであれば、例え

ば仮に東京での開催になったとしても、今後、並行して県議会議事堂でＷｅｂ

会議を実施してもよいのではないかというふうに思いますが、この辺り議長は。 

 

（議長）基本的には、東京で開催していただくということで、調査会の会議につ

いてはですね、公開のことも含めまして、委員の皆さんでご協議いただいて、

会場での傍聴とか、県議会のホームページで速やかにですね、概要版だけは翌

日に掲載させていただくとか、後日詳細な議事録も掲載させてもらいますけれ

ども、そういう形で、会議については委員の皆さんでご協議いただいた形でご

ざいますので、先日の５月２９日はこういうコロナ感染防止の中で、やむを得

ずああいう形で、県の事務局がああいう形でしか参加できないということでし

たので、ああいう形になりましたけれども、その際、議会事務局が参加する形

としてああいう形になったということで、そういう形を続けていくということ

はございません。 

 

（質問）議会事務局が参加する目的として、Ｗｅｂ会議を実施したということ

で、それは議会側としてはそういうことだと思いますが、県民として傍聴する

立場としては、毎回東京に行くわけにもいかないという中で結果的に、当日見

ましたけれども、当日こちらでたくさんの方が傍聴していましたから、そうい

う点で公開ということを踏まえると、技術的に可能なのであれば、こちらでも

並行してＷｅｂ会議を中継されるというのも一つの方法だというふうな気もし

ますが。 

 

（議長）とにかくですね、この調査会の会議の公開については、委員の皆さんで

ご協議いただいてこういう形になっておりますので、その分、確かに東京まで

行っていただかないと、傍聴していただけないという、本当にご不便をおかけ

するわけでございますけれども、その分、概要版をですね、速やかに、概要版

ですけれども、翌日に、ホームページに掲載もしてもらってますし、そしてま

たできるだけ早く、議事録も公開ということに努めておりますので、形はです

ね、このままさせていただきます。 

 

（質問）それに関連してですが、先日の会議で、委員会でいただいた資料の中

に、この委員意見の整理という資料が入ってたんですね、委員意見の整理。こ

の資料で、委員から挙がっている意見というのは、どの委員がおっしゃったか
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というのが明記されてない。委員会自体は公開されているわけだから、どの委

員がどのようなことをおっしゃったかというのは分かるわけですが、この事前

に集約された意見というのは、どなたがおっしゃったのかわからないというこ

とで、この辺り例えば今後の議論の基礎となる部分ですから、どういう委員が

このようにおっしゃったかっていうのが例えば明らかにされる予定はあるので

しょうか。 

 

（議長）ちょっと今すぐ即答はできませんが、確かにどなたがおっしゃられた意

見か分かりませんですね。またちょっと協議して整理してみたいと思います。 

すいません。ちょっと今日は即答はできませんけれども。 

 

―第二県政記者クラブの方も含めてお願いします― 

 

○選挙区及び定数に関する在り方調査会について 

（質問）元々今の調査会メンバーは、前の正副議長でお決めになって引き継が

れただけだから、別に今の新体制の正副議長が責任を負う必要はないんですけ

ど、この前、初めて、参加は初めてじゃないかもしれないけれど、正副議長と

して参加されて、Ｗｅｂ会議ですけど、あれを見てですね、調査会メンバーの

見識とか含めて何か感想はありますか。評価という意味の。 

 

（議長）評価っていう話ですけれども、それぞれの分野で見識の高い先生方にご

就任いただいてですね、意見を賜りながら調査を進めていただいておりますの

で、本当にさまざまな観点からご意見をちょうだいしているというふうに感じ

ておりますし、ぜひ先日はまだあちこちご意見が広くいただいているわけでご

ざいますけれども、おそらくそれを座長さんを中心に集約いただきながらいい

方向性を導いていただけるというふうに信じているところでございます。評価

というと、私が評価というなかなかそういう見識があるわけではないので。 

 

（質問）見識が有る無いは他人が決めることであって、少なくともあちらさん

は議員でも何でもないんだから、単なる学者なのでそれはそれで、過去だって

例えば地方制度調査会の座長をやられた大森さんとか、神野直彦さんとか、こ

の地方自治の世界ではあの方たちの方が今の委員よりもはるかに実績もあって

評価も高いじゃないですか。そこで三重県議会は切り回してきたわけだから、

それと比較した場合に、これ個人感想になるかもしれないけど、一つは秘密主

義であまりにもありすぎると。今の議員の方がね。例えば議事録等の名前消せ

とかあるいは現地にこちらの県に来られたときの実際のやつも公開じゃなくて

しかも県職員と話しただけなのに、出先の。そういうのも全部非公開にすると
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か。とてもじゃないけれども大森さんとか神野さんがやったときのような公開

制というのは確保されてないですよね。そこだけで委員資格があるかどうかっ

ていうことを論じればとてもじゃないけど無いんですね。その辺の差がありす

ぎるんだけどそのことについて何もお感じにならないですか。 

 

（議長）私もまだ、議長として調査会を聞かせていただいたのは初めてでござ

いますし、ご質問のところについては今私はお答えしかねますし、今発言いた

だいたことについては自分なりに考えてみたいと思いますけれども。それ以上

のことは申し上げられないです。 

 

（質問）ついでに言うとね、前回の正副議長のときにこの委員の選定にあたっ

ては、例えばメディア関係者も入れるとか入れないとかそういうことも議長会

見で言われて、ただし委員が決まった段階での過程っていうのは全くその明ら

かにされてないんですね。いきなりその委員名簿をもらっただけの段階なんで、

そこからいくと口で言っていた透明性とかどうのこうの正副議長おっしゃって

いた部分と実際にできたことは全然違うわけですよ。これを例えば県民にでき

るだけ近づくとかあるいは公開するとか、もともとの基本の県議会で言われて

いる精神からいったら全く真逆のことをやっててですよ、で、県民の信頼とか

そういうものって確保できると思います？ 

 

（議長）繰り返しになりますけれども、公開についてはできるだけ東京になり

ますけれども会場での傍聴はしていただけますし、遠方ということでなかなか

状況がわからないということについてはですね、速やかに概要版をホームペー

ジに掲載させていただいてますし、公開ということについては努力をさせてい

ただいているというふうに思っておりますけれども、それ以上の部分について

はちょっと今日、今、差し控えさせていただきます。 

 

（質問）副議長はいかがお考えですか。 

 

（副議長）ありがとうございます。委員の皆さんの人選についてはですね、前

正副議長が中に入られて議会との事務局との調整も含めて考えて決定をされた

と私自身は考えておりましたんですが、今貴方がおっしゃったようなですね、

正副が求めたものと少し違うんじゃないかというようなご指摘でございますけ

ども、その点は我々正副議長としてもなかなか評価できない状況でございます

ので、その点だけはお許しいただきたいと思います。私もＷｅｂ会議に出席さ

せていただいてですね、やはり我々長年特別委員会、選挙区のですね、定数問

題で特別委員会等何度も何度も繰り返し今までやらせていただきました。その
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中での私たちの思いはもちろん、各個人の委員の先生方、お考えがあろうかと

いうふうに思いますけど。今回聞かしていただいて１０月には調査会の報告も

受けるようなお願いをしたわけでございますので、実際に１０月までの間です

ね、しっかりと調査をしていただけるのではないかなという思いでございます。

今の人選については、元正副議長ともですね、もう一度我々正副が話をさせて

いただいてその点の経緯がどうだったのかっていうことも含めてですね、お話

も聞かせていただきたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。ご

理解いただきたいと思います。 

 

（質問）ご理解とその話は別なんですけど。少なくとも選挙区とかあるいは定

数のこととか県議選をどうするかということでこの２０年ぐらいやってきてま

すよ。その議論がお二人とも十分ご存知だと思うんで、ある意味そこでもう、

その議論というのは言い尽くされてる部分もあるじゃないですか。それからい

くと今調査会が出している３月１８日の中間報告とか、この前のＷｅｂ会議の

論議とかいってですよ、熟度から言ったらですよ、１０レベルなら２か３のレ

ベルでとどまっていると思いません？中身が。 

 

（副議長）私、個人といたしまして、私も特別委員会の副委員長をさせていた

だいたり、委員をさせていただいて、今まで協議をしてきたわけでございます

けれども、議会の中でですね。やはり少し進捗が遅いのかなという思いは感じ

ました。それと我々も、もうどの辺のところまでいってるのかなと期待もござ

いましたもんですから、かなり、この意見がですね、ある程度皆さんがいろん

な意見を述べていただいて、まとめるような状況のところまできてるのかなと

いうような思いで出席させていただいて、少し残念な思いは感じております。

ですがやはり、また調査会の中でですね、しっかりとした調査をしていただけ

るものだというふうに信じておりますので、その点だけは、また調査会の結果

を聞かせていただきたいと思います。 

 

○差別解消を目指す条例検討調査特別委員会について 

（質問）あと、昨日の特別委員会ですけど、テーマが割れているんですけど、

この辺について議長のご感想はありますか。 

 

（議長）差別解消を目指す条例検討調査特別委員会ですか。割れているという

のではなしに、まず進め方のですね、活発にご議論いただいた中で、二段階み

たいな形にということで報告いただいてますけれども。とにかく、まずは、条

例も視野に入れて検討していこうかという特別委員会が生まれてきた発端は、

やっぱり今の、新型コロナウイルス感染症に関わっての人権侵害というものへ
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の意識が、こういう形に、それだけではないですけれども、やっぱりその大き

なきっかけになったということは間違いないことだと思いますので、確かにこ

の新型コロナウイルス感染症に関わった、知事のほうからも感染症対策条例っ

ていうような話も聞こえてまいりますし、そういうことも含めてコロナウイル

スに関わることについてしっかりと調査を行って、そして、後々の条例の検討

をしていこうかというですね、二段階といいますか、そういうふうにお聞きし

てますけれども。そういうふうに整理されたと思っておりますので、それはそ

れで、前向きに議論していただいて整理していただいたと理解させていただい

ておりますし、感謝させていただいておりますけれども。 

 

（質問）だから、元々、特別委員会のこの関係の設置を申し出られたのは新政

みえさんで、ある程度そこで論理付け体系ができてたはずなんですね。ところ

が当局のほうが、コロナに関する感染症条例を作ると言って、その中にも誹謗

中傷の部分も入ってるから、じゃあそれも入れなきゃいけないかって、追加で

出てきた話じゃないですか。ある意味、論点整理を本来しっかりしてなきゃい

けないのは新政みえさんじゃないですか。だけど、新政みえさん、委員の中で

あれだけばらばらに出てくると、はたして、会派で特別委員会設置って言った

時にどれだけ一枚岩になって考えがその収束されてたのかという疑問を抱くじ

ゃないですか。その辺は、全然そういうことはお感じにならないですか。 

 

（議長）私はそういうふうには感じておりませんで、しっかりと皆さんがです

ね、それぞれの考えに至られて、こういうのが出てきていると、特別委員会の

設置に向けての取組が出てきたというふうに思っておりますので。感染症対策

条例との関わりはですね、執行部と我々議会とのバランスというかそれをすべ

て意識しながら、すべて把握しながらというのは難しいところもあると思うの

で、それはどうか思いますけれども、ばらばらというふうには思っておりませ

ん。 

 

（質問）副議長はいかがですか。小林貴虎さんとかが、コロナに絡む誹謗中傷

で、当然この委員会はそうだと思っていたとおっしゃってましたけど、それか

らいくとやっぱりちょっとずれがあるんじゃないですか。 

 

（副議長）はい、ありがとうございます。ご指摘のとおり、今日新聞の報道で

ですね、私も確認をさせていただいて、この特別委員会の設置に向けてはです

ね、早急にこれを解決していかなきゃいけない、という問題はやはり新型コロ

ナウイルス感染症に関わる差別の実態をしっかり調査して考えていかないとい

けない。そういうのがまず小林貴虎委員から、そういった質問が出た。もちろ
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ん特別委員会の委員長としては、この条例を検討までもっていきたいというよ

うな思いをもちろん持っておられますし、県庁でもこの今の差別についてはあ

るわけでございますから、それをこの今の感染症とプラスアルファの中でです

ね、条例検討会をしていただければありがたいかなと。だけどやはり、時期を

早く、今の感染症に対する差別とか、そういった誹謗中傷に対しての検討をし

ていかなきゃいけないっていう思いがある委員の先生方もおられますので、そ

の辺のところは、特別委員会のこれから進めていかれる状況をしっかりと確認

をさせていただきたいというふうに思いますので、その点よろしくお願いした

いと思います。 

 

○みえ県議会出前講座等について 

（質問）あと、これ６月１８日待って何もなければ、東京とかの移動等も自由

になるんですけど、元々緊急事態宣言自身の規制というのはどんどんどんどん

緩んでくるじゃないですか。それからいくと、県内でも、県議会のほうでも一

応今年は中止といった出前講座であるとか、その辺というのもちょっと時期ず

らしてやっぱりやろうかとかいう話にはならないんですか。この辺、副議長い

かがですか。 

 

（副議長）私のほうですね。広聴広報の座長として、明日、広聴広報会議が開

かれるわけでございますけれども、やっぱり出前講座の場合は、やはり高等学

校の、中学校のというふうな形で教育委員会の関係もございますので、その点

は断念を、今回、みえ高校生県議会も断念をしたというような状況でございま

す。みえ現場 de県議会というものに関してはですね、今後、この明日の広聴広

報会議の中で委員の先生方と協議をさせていただいて、１つ言えることは、今

この三重県は非常に状況も良くなっている状況でありますので、コロナウイル

ス対策が。ですから、一般の企業の皆さんや、そしてまた地域で頑張っておら

れる方々との中でですね、みえ現場 de県議会を運営をしていったらどうだとい

うような考え方をしております。この８月ぐらいにはですね、希望ですけれど

も、やらせていただきたいなというふうに思っておりますけど。出前講座につ

いては、ちょっと学校との協議もございますので、その点だけはあくまでも広

聴として募集をかけていこうというような思いでございますので、その時期に

ついてはまた明日会議で判断をさせていただきたいと思います。 

 

（質問）ちょっと待って。その教育委員会絡みのやつは、とりあえずこの年度

内に募集かけて実現する方向なんですか。それともこの年度は当初決めたよう

に全く中止なんですか。 
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（副議長）時期は遅れるにしても開催はできればしたいという。 

 

（質問）出前とか高校生県議会ですか。 

 

（副議長）はい。出前講座とかそういったところはですね。 

 

（質問）高校生県議会も。 

 

（副議長）はい。高校生県議会も含めてですね。ですけれども、やはり明日、

委員の先生方と協議をさせていただいて、決定していきたいと思いますけれど

も、私の思いとしては、高校生県議会もですね、時期はいつになるか分かりま

せんが、この本会議場でですね、議事堂の中で皆さんが大いに語っていただき

たいなというような機会を設けたいと思います。 

 

○安倍政権への感想について 

（質問）あと、もうちょっとテーマを広げて、安倍政権の支持率が低下してい

ますけれども、まず議長からご感想を。 

 

（議長）政権への感想というのは、私らの立場からどう述べさせていただいた

らいいのか分かりませんけれども、今このコロナウイルス禍の中でのですね、

対策がちょっとずれてしまっているところがあったり、また国民の皆さんから

もう少し速くスピーディーにというような捉え方もあったりしながら、そうい

う影響が出ているのかなというふうに感じさせていただいています。 

 

（質問）副議長はどうですか。 

 

（副議長）安倍総理のこと、この今のコロナウイルスに対する対策ですけれど

も、やはり地方とのですね、連携というのがなかなか難しい状況であったよう

にも思います。国としての法律もございますし、自治体は自治体としてのです

ね、そのやれる範囲というのも決まってくるんだろうというふうに思います。

ですから、その辺の連携が少し遅れていたのかなと。だから、自治体の中で知

事さんがですね、いろんな考え方をされましたし、いろんな事業の展開もされ

ました。だから、国でそこまでやれるかどうか、これはまた難しい問題があり

ますので、この点は、評価は私はしております。 

 

（質問）ちなみに、アベノマスクはお二人それぞれ届いたんですか。 
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（議長）私のところはまだ、いただいておりません。 

 

（質問）副議長は。 

 

（副議長）私もまだ。 

 

（質問）届いてない？ 

 

（副議長）もらっておりません。 

 

（質問）どうも。 

 

（質問）他よろしいでしょうか。なければこれで、ありがとうございました。 

 

（議長）ありがとうございました。またこれからもよろしくお願いします。 

 

（ 以 上 ） １１時０９分 終了 

 

 


